
地域における療育について
～障害児通所支援に求められること～

令和８年３月 集団指導資料

熊本県こども総合療育センター

地域療育部 地域支援班



熊本県の障害児通所支援事業所数の推移

Ｈ２４児童福祉法改正
自立支援法改正
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Ｒ４児童福祉法改正

Ｒ５こども家庭庁創設、こども基本法

Ｒ６報酬改定、児童発達支援・放課後等デイサービス両
ガイドライン改定、保育所等訪問支援ガイドライン策定

事業所数の飛躍的な増加
⇒新たな課題：療育の質



こども施策全体の基本理念〈こども基本法〉

◆全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されない。

◆全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護され
る権利が守られ、平等に教育を受けられる。

◆年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、

社会の様々な活動に参加できる。

◆全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こども
の今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられる。

◆子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭
で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保される。

◆家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくる。

※その他参照
・育ちのビジョン：「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの１００か月の育ちビジョン）」
・居場所指針：「こどもの居場所づくりに関する指針」 令和5年12月22日閣議決定

・こどもまんなか熊本・実現計画（基本方針編） 令和７年３月策定
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障害児支援の基本理念

◆障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援
の提供

◆合理的配慮の提供

◆家族支援の提供

◆地域社会への参加・包摂（インクルージョン）
の推進

◆事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援
の提供

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援ガイドライン共通
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前ガイドラインから追加・強調されたもの

・こどもが権利の主体

・ウェルビーイングの実現（こども・家族）

・こども施策全体の理解と連続性

・エンパワメントを前提とした支援(こども・家族)

・5領域の視点を踏まえた総合的な支援

・4つの年齢区分や発達段階に応じた支援(放デイ)

・縦横連携・具体的な連携先

・支援が必要な家庭

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援ガイドライン共通
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「療育」から 「発達支援」へ

➢対象、視点、概念の発展と拡大

⇒身体以外の障害や困難への支援を

⇒障害が確定していないこども達にも

⇒家族への育児支援・きょうだいを含む家族支援も

➢障害があっても育ちやすい、暮らしやすい

地域づくりも・・・☞より広い概念への発展

※今も「療育」表記は法律、制度の中に有
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発達を支援する＝『発達支援』を行うことが求められている

一体的なものとして提供

本人支援 家族支援

地域支援・地域連携

障害児通所支援の役割：発達支援
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縦横連携

こども・家族の生
活や育ちの支援に
かかわる機関、障
害福祉サービス提
供事業所等同士
の連携

インクルージョン
（地域社会への参

加・包摂）の推進
保育所等(他のこど

も施策）との並行利
用・移行に向けた支
援

５領域の視点を
踏まえた総合的
アセスメント

日常生活・社会
生活を円滑に営
めるよう将来を見
据えた支援

親子関係・家庭生活
の安定・充実
⇒成長・発達の基盤

移行支援



障害児通所支援の役割

事業所等は、主に未就学の障害のあるこども又はその可能性のあ

るこども（学齢期の障害のあるこども）に対し、個々の障害の
状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上の
ニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行う
ほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族
支援）を行うことが求められる。

（後半へ）

『発達支援』⇒⇒⇒
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児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援ガイドライン



障害児通所支援の役割（後半）

【児童発達支援】

…また、全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な
限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）
を行うほか、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りなが
ら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）してい
くことも求められる。

【放課後等デイサービス】

…また、全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校

等（以下「学校等」という。）と連携を図りながら、小学生の年齢にお
いては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支援を行うととも
に、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動

への参加・交流を行うことができるよう支援（移行支援）を行うことも
求められる。

さらに、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こども
や家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくことも求め
られる。
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児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援ガイドライン



☞『こどもを家族が育てていくことを支える』

そのためにはまず・・・

お子さんを知る（知ろうとする）こと
お子さんを育てるご家族を知ろうとすること

一人ひとりに合わせた療育

発達段階

ご家族とともに、お子さんに必要なこと、
どんなことだったらできるかを考える

障害児通所支援の役割：発達支援
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どんな環境設定？
どんな工夫？
どんな関わり？

予測されることから
どういう準備が必要か

どんな経験があると
どんな学びがあると

生きていく力になるかを考える

お子さんの生活全般、将来を見据えて
必要なこととは何か

総合的な支援の提供

切れ目のない支援の提供
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障害児通所支援の役割：総合的な支援

総合的な支援とは

• 本人支援の５領域の視点等を踏ま

えたアセスメントを行った上で、

• 生活や遊び等の中で、

• ５領域の視点を網羅した個々の

こどもに応じたオーダーメイド

の支援が行われるものである。
《関連ガイドラインより》

◆支援内容について、事業所の個別支援計画等において、５領域とのつ
ながりを明確化した上で提供することを求める。

◆運営基準において、５領域とのつながりを明確化した事業所全体の支
援内容を示すプログラム（支援プログラム）の作成・公表を求める。
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健康・生活

運動・感覚

認知・行動
言語・コミュ
ニケーション

人間関係・
社会性



PDCAサイクルに基づく支援計画作成と見直し

Plan
（最初の判断・決断に

基づく計画）

Do
（計画の実践）

Check
（妥当性の確認

次の判断・決断）

Action
（再プランニング）

最初の見立て
個別支援計画

個別支援計画
に基づく支援

支援結果の
評価

ご本人の状態に
合わせて再度
見直し

保護者へのフィードバック・協働

一人ひとりに合わせた療育 13



発達を支援する＝『発達支援』を行うことが求められている

一体的なものとして提供

本人支援 家族支援

地域支援・地域連携

障害児通所支援の役割
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縦横連携

こども・家族の生
活や育ちの支援
にかかわる機関、
障害福祉サービ
ス提供事業所等
同士の連携

インクルージョン
（地域社会への参加・包
摂）の推進
保育所等(他のこども施

策）との並行利用・移行
に向けた支援

５領域の視点を
踏まえた総合的
アセスメント

日常生活・社会
生活を円滑に
営めるよう将来
を見据えた支援

親子関係・家庭生活
の安定・充実
⇒成長・発達の基盤

移行支援



移行支援

地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の考え方に立ち、全てのこ
どもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが可能な限り地域の保育、
教育などを享受し、その中で適切な支援を受けられるようにしていくこと
や、同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくりを図っていく
ことが必要である。

◆支援の中に「移行」の視点 を念頭に・・・
・保育所・学校等への「移行」は支援者への後方支援。
・特にライフステージの「移行」時における支援は重要。
・丁寧なアセスメント・連携・支援・フォローアップ

通所支援事業所は、
圏域の支援者支援を担う“専門機関（１次支援機関）”である。
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移行支援：保育所等訪問支援事業

児童福祉法 第6条の2の2第5項

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省に定めるものに通う
障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

１．保護者の権利保障として提供される事業

２．集団生活を営む施設を訪問し、障害のないこどもとの集団生活への適応の
ために専門的な支援を行う

⇒ 保育所等での環境や活動と、本人の特性との両方を適切に
アセスメントすることが求められる

保護者と保育所等の信頼関係を築き、こどもが安心・安全に過ごせる
環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き出す

理念・目的

保育所等訪問支援ガイドライン
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地域支援・地域連携

【縦】こどものライフステージに沿って、地域の保健、
医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関
が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する
体制の構築を図る必要がある。

【横】関係者間のスムーズな連携
・子育て支援機関
・専門機関（医療機関、保健所、児童相談所等）
・地域の関係者 等

ケース会議、要保護児童対策地域協議会等など

普段から地域全体の子育て支援力を高めるための
ネットワークを構築していくという視点が必要。
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行政･圏域の児童発達支援センター等との連携



障害児
通所支援事業

学校

こどもと保護者

相談支援事業

医療スタッフ
療育相談員

行政（福祉・保健など）

就労支援

障害児入所施設

発達支援（こどもの育ちの手助け）と保護者支援

放課後児童クラブ

子育て支援センター

児童家庭支援センター

民生委員

ファミリーサポートセンター

こども家庭センター（子育て世
代包括支援センター、子ども家

庭総合支援拠点）

児童発達支援センター

こどもと保護者を支える多くの関係機関

児童相談所
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保育所・幼稚園



本人支援 家族支援

地域支援・地域連携

障害児通所支援の役割：発達支援…その専門性とは？
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観察力

考察力

わかりやすく伝える力

関係機関との
緊密な連携

安心して相談できる
関係づくり

傾聴する力

チーム力

情報収集発想力

定型発達

実践する力

疾病・障がい特性

専門的な
知識・経験

障害児通所支援事業の役割をあらためて押さえ、
専門性を高めていく努力を続けていくことが大切。

★行政や地域の児童発達支援センター等と連携し療育の質向上を。

理念・目的
「こんな支援をしたい」

移行支援



『障害児支援における人材育成に関する検討会報告書』より 20
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